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午前１１時２２分開会 

○分科会長（田中藤一郎） ただいまから文教民生分

科会を開会いたします。 

 これより、３の協議事項（１）番のア、分担案件

の審査に入ります。 

 審査日程ですが、まず、予算決算委員会付託議案

に係る当分科会に分担された議案の説明、質疑、討

論、表決を行います。その後、委員のみで分科会意

見、要望等の取りまとめを行います。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、説明・質疑・答弁

に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔

明瞭に行うなど、スムーズな議事進行に格別のご協

力をお願いいたします。 

 また、発言の最初に、必ず課名と名字をお願いを

いたします。 

 それでは、当局の説明は、歳出、歳入等の順に一

気に説明をお願いいたします。説明に当たっては、

資料のページ番号をお知らせください。 

 それでは、健康福祉部社会福祉課から説明願いま

す。 

 丸谷参事。 

○社会福祉課参事（丸谷 祐二） それでは、令和４

年度一般会計補正予算（第２号）、１９８ページを

ご覧ください。真ん中の表、児童福祉総務費でござ

います。子育て世帯生活支援特別給付金支給事業に

ついてご説明を申し上げます。 

 コロナ禍において、物価高騰等に直面する生活困

窮者等への支援といたしまして、低所得者のひとり

親世帯及びその他低所得の子育て世帯に対しまし

て、国の制度にのっとり特別給付金を支給するもの

でございます。あわせて、就学援助費の受給世帯等

に対しましても、市独自の特別給付金を支給いたし

ます。歳出予算は、総額で１億４，１１４万５，０

００円でございます。このうち人件費は、本事業の

実施に当たりまして雇用いたします会計年度任用

職員に係る報酬、その他の諸手当でございます。会

計年度職員は３名の雇用を予定しておりまして、計

６５１万７，０００円を計上をいたしております。

事業費といたしましては、チラシの作成や支給対象

者への通知、それから、問合せの増加に対応するた

めに電話機の増設を予定しております。このような

事務費と交付金を合わせて１億３，４６２万８，０

００円を計上しております。なお、交付金の金額と

いたしましては、１億３，４１５万円といたしてお

ります。 

 次に、歳入についてご説明いたします。ページ戻

りまして１９６ページ、一番上の表でございます。

上から２行目、児童福祉費補助金でございます。 

 ひとり親世帯、その他低所得世帯の子育て世帯へ

の給付金の支給事務に係るものとして１億９６８

万６，０００円。それから、就学援助費受給世帯等

に対する市独自の特別給付金に係るものとして、そ

の次の段になります、地方創生臨時交付金のうち３，

１４５万９，０００円を充当いたしております。事

業費全額にこれらを充当しております。説明は以上

です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

○委員（義本みどり） すみません、お金がどうのこ

うのじゃない質疑も、これに関することやったら聞

いても。 

○分科会長（田中藤一郎） これに関することでした

ら。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） この給付金なんですけれども、

事務処理を担当する部署はどちらがされますか。 

○分科会長（田中藤一郎） 丸谷参事。 

○社会福祉課参事（丸谷 祐二） 事務につきまして

は、市民の方の利便性を考えまして、ワンストップ

で対応できるようにということで、社会福祉課のほ

うで所管することとしております。 

○分科会長（田中藤一郎） 義本委員。 

○委員（義本みどり） 社会福祉課といっても広うご

ざいますので、社会福祉課の何係がされますか。 

○分科会長（田中藤一郎） 丸谷参事。 

○社会福祉課参事（丸谷 祐二） 主に担当いたしま

すのは、こども未来応援係を中心としてすることに

なります。といいますのは、児童扶養手当の受給者
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に対する給付金というふうな側面がございますの

で、やはり中心となるのはこの係ではないかという

ふうなことで所管することにしております。 

○分科会長（田中藤一郎） よろしいですか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） 私、立野庁舎の１階にはよく

用事があって伺うんですけれども、ここ数か月です

かね、何かちょっととてもばたばたしているという

ような印象を受けてるんです。たまたまご相談行き

ましたときに、窓口に相談来てる方がおられて、こ

ども未来係でよかったんでしたっけ、電話対応を職

員しとって、ちょっと待ってねみたいなばたばたし

た印象で、それがそこだけではなくて、生活援護係

のほうでもちょっとそういう光景を見かけたんで

す。ひょっとしたら給付金の問合せの電話がかかっ

てきて、ああいう給付金の問合せの電話っていうの

は１件１回３０分ぐらいご説明するのは、私も相談

現場におりましたので何となく分かるんですけど、

とてもかかると、その間に、本来、支援している業

務に差し障りが出てるのではないかなとちょっと

危惧したものですから、尋ねさせていただきました。 

○分科会長（田中藤一郎） 原田部長。 

○健康福祉部長（原田 政彦） 社会福祉課全体が相

談業務が主流になりますので、どうも相談が重なる

場合には、ばたばたとしたような状況になっており

ます。ただ、相談がない場合には通常の業務ができ

るような状況もありますので、そういう、何ていう

かな、凸凹はどうしても出てまいります。 

 そんな中で、今回子育て世帯の特別給付金につい

ては、先ほど言いましたように、こども未来応援係

なんですけども、これは実は昨年度、令和３年度も

国の事業にのっとって同様の事業をやっていて、既

に職員はノウハウを持っています。それから、会計

年度任用職員がどうしても雇用しないと電話の受

付や相談やというのができませんので、３人体制で

やっていこうと思います。この３人についても、で

きれば昨年度、そういう会計年度任用職員として従

事していた、そういった方を雇用していきたいと思

っているところです。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） よろしいですか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） これ以上ここでまた言っても

いいですか。尋ねてもいいですか。（発言する者あ

り） 

○分科会長（田中藤一郎） 内容が一緒ですか。 

○委員（義本みどり） いや、いいですか。 

○分科会長（田中藤一郎） 分かんないので、どうぞ。 

○委員（義本みどり） 子供のことに関わるっていう

説明は分かるんですけれども、あそこはひとり親世

帯の担当ではあることはあるんですけども、今回、

市独自の事業の就学援助家庭ですね、あれ、たしか

受付窓口は教育委員会のほうじゃなかったかなと

思います。データというのはあそこじゃなければ分

からないわけではございませんよね。会計年度任用

職員を雇用するというのも承知しておりますし、相

談現場は重なるときと重ならないところというの

は、私も相談現場に１９年おりましたのでよう承知

しておりますが、最終的なチェックは職員さんがさ

れるわけですよね。その中で、去年やられたからと

いうところはあるんだけれども、ちょっと他市町を

参考までにどの程度やられているのかなとかもち

ょっと調査等も今しているところなんですけども、

ちょっと市民サービスの低下、支援が必要な方への

対応に対して、何か問題が生じているのではないか

なと思ったものですからちょっと尋ねさせていた

だきました。以上で、もう結構です、回答は。 

○分科会長（田中藤一郎） スムーズな、ありますけ

ども、よろしくお願いをします。 

 そのほか何かありませんか。 

 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

 どうぞ。 

○こども教育課参事（木之瀬晋弥） 先ほどのちょっ

と事務分担につきまして補足をさせていただきた

いと思います。 

 就学援助世帯に対する給付金でございますが、受

給対象者につきまして、実際に今就学援助を受けて

おられる方、また、その世帯に準ずる方、そして家
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計急変、今年に入ってから家計が急変になって就学

援助同等の水準になった方と、この３種類ございま

す。そのうちのこども教育課において、実際に今受

給をされている方については、こども教育課のほう

で今回の給付金の事務をさせていただきます。準ず

る世帯、または家計急変の世帯につきましては、先

ほど相談というようなお話があったんですけれど、

対象と想定される方から相談がありましたら、その

方がまずひとり親世帯に該当するのか、非課税世帯

に該当するのかで、それでも拾えなかったら就学援

助に該当するのかというようなところで、仕組みと

しては一連の相談業務として必要となっておりま

すので、そこにつきましては社会福祉課のほうで、

このワンストップのほうでお願いするというよう

な仕組みになっております。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） ありがとうございました。 

 それでは……。 

○委員（上田 伴子） すみません。 

○分科会長（田中藤一郎） 質疑ですか。 

○委員（上田 伴子） 今の件、説明されたことでち

ょっといいですか。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ、上田委員。 

○委員（上田 伴子） 今さっき言われました就学援

助を受けてる家庭というのは、結局、以前そのこと

でちょっと質問したことがあるんですけれども、学

校の入学説明会のときにこういう制度があります

ので該当だと思われる方は学校を通じて申込みを

してくださいっていうことだったと思うんですけ

ども、今もそれで間違いはないですか。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○こども教育課参事（木之瀬晋弥） 手続としまして

は、同様のはずです。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 以前そのことについて、ほか

のところでは学校に直接言うのはなかなか言いに

くくて、教育委員会に申込みをするというようなと

ころも、ほかの他市町で、全国的に見たらあるよう

なことを聞いたんですが、そのことについては、学

校でもいいし教育委員会でもいいというようには

まだなってないわけですね、豊岡市は。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○こども教育課参事（木之瀬晋弥） 保護者からの直

接のご相談というのはこども教育課、直接受け取る

分もございますので、その辺りにつきましては、ま

たちょっと柔軟に検討させていただきたいとは思

います。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） そのご家庭におきまして、自

分の家の所帯っていうか、収入で該当するかどうか

っていうとこら辺も迷ったりとかしておられる方

もあると思うので、丁寧な説明と、受け手の側の柔

軟な対応が必要だと思うんです。なるべくやっぱり

そういうお困りのご家庭には就学援助という制度

がいって、今回のこういうところで拾えるように、

ぜひよろしくお願いいたします。 

○分科会長（田中藤一郎） よろしくお願いします。 

○委員（福田 嗣久） 一つだけよろしいか。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） もう締め切った……。 

○分科会長（田中藤一郎） いや、大丈夫です。 

○委員（福田 嗣久） 今の３つの説明で、低所得の

ひとり親、それからその他低所得の子育て世帯、こ

れは住民税非課税という感じですけども、それから

今の就学援助受給世帯、このコロナが続いている状

況で、この該当者の推移っちゅうのはどんな感じが

しますか。全般の推移というか。増えてる状況なの

か、その辺の傾向ですね。 

○分科会長（田中藤一郎） 原田部長。 

○健康福祉部長（原田 政彦） 先ほどもお答えしま

したように、令和３年度、昨年度も同様のことを実

施いたしました。その中で、昨年度の実績のほうを

申し上げたいと思います。 

 まず、ひとり親の世帯への給付金、児童扶養手当

受給者等でございますけども、これが、世帯数が６

２２世帯で、児童数は９３７人です。その他の世帯

ですね、非課税世帯、これについては、世帯数が３

４７世帯で、児童数が６７７人となってます。以上

です。 
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○分科会長（田中藤一郎） 木之瀬参事。 

○こども教育課参事（木之瀬晋弥） 就学援助の受給

世帯につきましてご報告をさせていただきます。 

 実は昨年度と比較しまして、今年度の受給者でご

ざいますが、全児童生徒に対する割合といいますの

が、昨年度より今年度のほうが減っております。実

は、昨年度は全児童生徒の１２．４８％が就学援助

を受けとったんですが、今年度につきましては１２．

１９％ということで、割合といたしましては減って

るような状況でございます。ちょっと理由のほうは

つかみかねてはおるんですが、またもし制度の周知

というような問題がございましたら、また改めて周

知のほうも徹底を図っていきたいとは思っており

ます。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） よく理解できましたし、就学

援助の特別給付金の世帯は若干減っているようで

すね。あとは低所得のひとり親と住民税均等割非課

税、これが増えてるいうことかな。この人数でいく

と。 

○分科会長（田中藤一郎） 原田部長。 

○健康福祉部長（原田 政彦） こちらの低所得のひ

とり親世帯とその他所得の子育て世帯につきまし

ては、本年度の予算計上では低所得のひとり親世帯

は１，２００人見積もってます。その他の所得の子

育て世帯については９００人見積もっていますけ

れども、児童扶養手当の受給者数そのものはそんな

増減はありません。なぜ人数多めに見積もったかい

うと、ちょっと分からない部分、家計急変で分から

ない部分もありますので、たしか前年度実績で１．

３倍にしてたというふうに思います。ちょっと多め

に見積もってるというような状況で、ちょっと傾向

はまだ最終実績が出ないと分からないような状況

です。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ２番目の住民税非課税の世帯

も一応１．３倍にしたと、そういうこと。（「はい」

と呼ぶ者あり）了解いたしますわ。ありがとう。 

○委員（芦田 竹彦） すみません、ちょっと私もい

いですか。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ、芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） よろしいですか。すみません、

今の関連してなんですけども、これ、低所得のひと

り親世帯については申請不要で、６月ぐらいに給付

だということは聞いてます。あと、低所得の子育て

世帯の住民税均等割の非課税世帯、それから就学援

助世帯が、さっき人数ちょっと聞きましたけども、

これっていつぐらいにお届けすることができます

か。担当者の方がこれ抽出されてる、多分データを。 

○分科会長（田中藤一郎） 丸谷参事。 

○社会福祉課参事（丸谷 祐二） 本日、予算お認め

いただけましたら、児童扶養手当を受給しておるひ

とり親世帯については、４月時点での受給世帯とい

うことになっておりますので、数字的にはちょっと、

この具体的な数字は持ってませんけれども、すぐに

つかめております。すぐに通知を送らせていただい

て、本人の意向を確認をした上でプッシュ型で支給

をするという予定で、６月中を予定しております。 

 それから、非課税世帯なんですけれども、税の情

報が必ず必要になってまいりますので、税の課税の

決定をしたデータと、それから、ひとり親世帯とそ

の他世帯、重複して受け取ることはできませんので、

ひとり親の受給世帯が確定をして後に、非課税の世

帯との突合をかけて対象の世帯を絞り込んでから

支給対象者に対しての受給の意向確認の通知を送

って、それからプッシュで給付するということにな

りますので、おおむねひとり親世帯は６月の２４日

の金曜日頃、６月中というふうに国も申しておりま

すので、６月２４日金曜日頃を想定をしております。 

 それから、非課税世帯につきましては７月の中旬、

１４日頃を予定をしておるところです。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○こども教育課参事（木之瀬晋弥） 就学援助費の関

係でございます。実は就学援助費の受給世帯の中に

は、もちろん児童扶養手当を受給されている方、ま

たは非課税の方というのも含まれておりますので、

したがいまして、社会福祉課のほうでそれらの給付

金のまず該当者を確定をしていただいた上で、現在
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の就学援助費の受給者の方から抽出をかけさせて

いただくということになりますので、非課税の支給

のほうの名簿が確定しましたら、速やかに就学援助

費のほうも支給の事務のほうを進めさせていただ

きたいと考えております。 

○分科会長（田中藤一郎） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） なるほど、分かりました。時

期的にそれぞれちょっとやっぱりずれる可能性は

あるので、課税、非課税世帯の分と、それから就学

援助の分については、それを見た上でまたずれてく

るという可能性ですよね。だから、７月、８月ぐら

いになる。これね、待っておられる方はいつ頃もら

えるんでしょうかって多分問合せが来ると思うの

で、それぞれ対応をいただきたいと思います。以上

です。 

○分科会長（田中藤一郎） 二重払いのないように、

よろしくお願いします。 

○委員（上田 伴子） すみません、確認ですけど。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） すみません、確認ですけれど

も、たしか就学援助金については、この５万円のこ

とじゃないけれども、就学援助金そのものについて

は、たしか入学に間に合うように支給されるってい

うようなことになってたんじゃないかなと思うん

ですけど。 

○分科会長（田中藤一郎） えっ。 

○委員（上田 伴子） 違いますね、これ。 

○分科会長（田中藤一郎） これは全然違います。全

く違うものです。 

○委員（上田 伴子） 分かりました。 

○分科会長（田中藤一郎） よろしいでしょうか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） 誤解のないように、原田部長

に申し上げたいんですけれども、たまたま何度か私、

結構行くことがあるんですけれども、職員さんたち

が仕事の仕方が悪いとか、それを責めるつもりは一

切ございませんので……（「分かっております、大

丈夫です」と呼ぶ者あり）そこだけご理解のないよ

うに、戻って、ちょっとばたばたしてるんじゃない

かとか、そういうことのないようにだけご配慮を、

頑張っている職員さんを追い詰めることのないよ

うにと思います。それだけ補足で申し上げさせてい

ただきます。 

○分科会長（田中藤一郎） その点はよろしくお願い

します。 

 それでは、質疑を打ち切りたいと思います。よろ

しいですか。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） お諮りいたします。本案

は、原案どおり可決すべきものと決定してご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） ご異議なしと認め、よっ

て、第６０号議案は、原案どおり可決すべきものと

決定しました。 

 以上で分科会に分担されました議案に対する審

査は終了いたしました。 

 ここで、委員の皆さん、当局職員の皆さんから、

何かありましたらご発言願います。ないですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） それでは、当局職員の皆

さんは退席していただいて結構です。お疲れさまで

した。 

 それでは、引き続き行いたいと思います。 

 次に、協議事項３の（２）番のア、分科会意見・

要望のまとめに入ります。 

 当分科会の意見・要望として、予算決算委員会に

報告すべき内容について協議いただきたいと思い

ます。 

 本日、分科会の審査いたしました第６０号議案に

ついて、分科会意見・要望についての意見があれば

ご発言お願いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） なら、そういうことで、

意見なしでよろしくお願いします。 

 それでは、ただいま協議いたしました分科会意

見・要望を含む分科会長報告の案文につきましては、
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正副分科会長に一任を願いたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 最後に、協議事項４、その他について議題といた

します。 

 委員の皆さんから何か協議や意見交換等すべき

事項があればご発言願います。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 議長団や議運で諮ってるんで

すけど、常任委員会を１番にまた視察できる環境が

できつつあるので、行かせていただくような方向性

をつくっていったらという話をしてますんで、また、

今日決まらんでも、どんなことがしたいか聞いても

らったらいいかな。 

○分科会長（田中藤一郎） また一般質問が終わった

後にありますので、こういったとこ行きたいなとか

いうふうなところをちょっと考えとっていただい

て、早急にばばばばっと決めていきたいなというふ

うに思いますので、ご協力のほうよろしくお願いを

します。 

 それでは、そのほかに特にないようですので、以

上をもちまして文教民生分科会を閉会いたします。

お疲れさまでした。 

午前１１時４８分閉会 

──────────────────── 

 


